
低未利用公有資産の利活用策検討モデルフロー図

必要な手続き（政策決定・議会議決など）を経て実施

施設現地調査（施設内容の確認）（提案者・財産活用課）

利活用策の検討（あらゆる可能性検討）（提案者）

利活用計画概要作成（提案者）

事前協議（提案者・財産活用課）

利活用計画案作成（提案者）

計画内容協議（提案者・財産活用課）

地域の関係者に計画内容伝達

地域の関係者と計画内容協議

計画内容の修正（提案者）

地域の関係者（施設の所在地あるい

は関係する地域の町内会等）との協

議、結果のフィードバックのコーデ

ィネートは財産活用課が担当

計画内容最終協議・計画決定（提案者・財産活用課）

未利用公有資産状況についての情報提供（財産活用課）

事業実施状況把握と連携・フォロー（財産活用課）


